
施設型給付幼稚園への移行について 

１ 青梅幼稚園の従来型幼稚園から施設型給付幼稚園への移行 

（１）理  由： 青梅幼稚園においては、幼保連携認定こども園への移行を

希望しているが、３年間の経営状態が良好でなければ認定さ

れないため、利用定員による運営費が給付される施設型給付

幼稚園へ移行し、経営状態の安定を図った後、認定こども園

へ移行したい。 

（２）定  員：（変更前）認可定員 １００人 

          （変更後）認可定員 １００人 

             利用定員  ４５人  

（３）移行希望：平成３１年４月１日 

２ 四恩幼稚園の従来型幼稚園から施設型給付幼稚園への移行 

（１）理  由： 四恩幼稚園においては、幼稚園型認定こども園への移行を

希望しているが、３年間の経営状態が良好でなければ認定さ

れないため、利用定員による運営費が給付される施設型給付

幼稚園へ移行し、経営状態の安定を図ったのち、認定こども

園へ移行したい。 

（２）定  員：（変更前）認可定員 ３３０人 

           （変更後）認可定員 ３３０人 

              利用定員 １０５人  

（３）移行希望：平成３１年４月１日 
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